
 

資料２ 

 

あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（概要） 

 

 

１ 改正の趣旨 

令和２年３月の地方税法等の改正に伴い、関係規定を改正するものです。 

 

２ 改正の内容 

○第２条（課税額） 

医療分及び介護納付金分の保険税課税限度額の引上げをするものです。 

区 分 
課税限度額 

引上げ額 
現行 改正 

国民健康

保 険 税 

医療分 ６１０，０００円 ６３０，０００円 ２０，０００円 

後期高齢者

支援金分 
１９０，０００円 

（改正なし） 

１９０，０００円 
０円 

介護納付金分 １６０，０００円 １７０，０００円 １０，０００円 

合 計 ９６０，０００円 ９９０，０００円 ３０，０００円 

 

○第２３条（国民健康保険税の減額） 

５割軽減、２割軽減の対象者を拡大するため、軽減対象となる所得基準 

  額を引き上げるものです。 

軽減割合 改 正 内 容 

７割軽減 改正なし 

５割軽減 

現行 

前年の合計所得金額が、【３３万円＋２８万円×被保険者及び特

定同一世帯所属者の人数】以下の世帯 

【例】 ３人世帯：給与収入 １９３万１，０００円 

改正 

前年の合計所得金額が、【３３万円＋２８万５，０００円×被保

険者及び特定同一世帯所属者の人数】以下の世帯 

【例】 ３人世帯：給与収入 １９５万１，０００円 

２割軽減 

現行 

前年の合計所得金額が、【３３万円＋５１万円×被保険者及び特

定同一世帯所属者の人数】以下の世帯 

【例】 ３人世帯：給与収入 ２９１万５，０００円 

改正 

前年の合計所得金額が、【３３万円＋５２万円×被保険者及び特

定同一世帯所属者の人数】以下の世帯 

【例】 ３人世帯：給与収入 ２９５万５，０００円 

 



  

 

○附則第８項（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の改正に伴い、低未利用土 

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことから、 

関係規定を整理するものです。 

 

○附則第９項（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

附則第８項の改正に伴い、関係規定を整理するものです。 

 

３ 施行期日等 

公布の日から施行し、令和２年度の国民健康保険税から適用します。ただ

し、改正後のあま市国民健康保険税条例附則第８項及び第９項の規定は、令

和３年１月１日から施行します。 


